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(1)

〇

〇

〇

〇

(59.8)
※（　　）は、出現率、1,000人当たりの不登校児童生徒数である。
※富山市の数値は公立校分。富山県と全国の数値は国公私立校分。

　不登校児童生徒数は、小学校３９２人、中学校５５６人、計９４８人であり、前年度から小学校４２人、
中学校８８人、計１３０人増加した。また、その出現率も、小・中学校ともに増加した。

　平成30年度の調査と比較すると、出現率において富山市の小学校3.1倍、中学校1.9倍であり、全国の小学
校２．４倍、中学校１．６倍を上回っている。

不登校の要因については、「無気力・不安」が小学校２６５人、中学校３８６人、計６５１人、「生活リズムの乱
れ・あそび・非行」が小学校４３人、中学校６８人、計１１１人と、本人に係る状況のものが多かった。次いで学校
に係る状況、家庭に係る状況のものが多く、「学業の不振」が小学校４０人、中学校１４７人、計１８７人、「親子
の関わり方」が小学校６９人、中学校８７人、計１５６人、「いじめを除く友人関係をめぐる問題」が小学校３４人、
中学校８９人、計１２３人となっている。

　担任やカウンセリング指導員、スクールカウンセラー（以下、ＳＣ）、スクールソーシャルワーカー（以下、ＳＳＷ）
等のかかわりによって、不登校児童生徒のうち小学校８７人、中学校１７７人、計２６４人が登校できるようになっ
た。

R４ 556 (55.7) 1,336 (51.7) 193,936

R３ 468 (46.3) 1,112 (42.3) 163,442 (50.0)

R２ 364 (35.6) 899 (33.7) 132,777

353 (34.0) 846 (31.1) 127,922 (39.4)

(17.0)

中学校

H30 318 (30.0) 801 (28.7) 119,687 (36.5)

R１

R４ 392 (20.5) 856 (18.2) 105,112

小学校

(40.9)

R３ 350 (18.0) 725 (15.1) 81,498 (13.0)

R２ 259 (13.2) 556

53,350 (8.3)

H30 134 (6.6) 334 (6.6)

(11.4) 63,350 (10.0)

令和４年度富山市立小中学校の問題行動等調査の結果について

【富山市教育委員会】 

児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査（以下、問題行動等調査）の概要

本調査は、文部科学省によって実施される「暴力行為」「いじめ」「不登校」等の生徒指導上の諸課題に
関する調査である。調査対象は全国の小・中学校、高等学校であり、その結果は 今後の生徒指導施策
推進の参考とされる。（令和５年１０月４日　結果公表）

本市では、全市立小学校６４校１分校、全市立中学校２５校１分校で本調査を実施しており、国と同様、
調査結果を教育施策に活用している。

問題行動等調査の結果概要

　本市においては、不登校児童生徒数及び出現率、いじめの認知件数、暴力行為の発生件数すべてに
おいて増加した。この要因の一つとして、コロナ禍での制限された学校生活から制限が緩和された反動
が、いじめや暴力行為の増加に少なからず影響を与えたことが考えられる。また、無気力や不安から欠席
が増え、学習についていけず不登校となる児童生徒も見受けられた。

１　不登校

「不登校」とは、「何らかの心理的、情緒的、身体的、あるいは社会的要因・背景により、児童生徒が登校しな
い、あるいは、したくともできない状況にある者（ただし、「病気」や「経済的な理由」、「新型コロナウイルスの感
染回避」による者を除く）」をいう。本調査では、年間３０日以上欠席した不登校児童生徒を対象としている。

不登校児童生徒数及び出現率の推移                                                                単位：人

年度 富山市 富山県 全国

44,841 (7.0)

R１ 187 (9.4) 425 (8.5)
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(2)

〇

(3)

〇

(4)

R4 162 201 193 556

中学校 １年 ２年 ３年 計

R3 136 183 149 468

110 392R4 28 42 59 74 79
109 350R3 23 33 47 50 88

学年別の不登校児童生徒数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　 単位：人

小学校 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 計

計 151 224 375
※複数の機関で支援等を受けている児童生徒もいる。

　不登校児童生徒のうち小学校１２９人、中学校２０７人、計３３６人（前年度比＋３１人）がＭＡＰ豊田・婦中（適
応指導教室）や教育センター、病院等の学校外の機関から学習支援やカウンセリング等を受けている。

民間団体・民間施設 18 12 30
上記以外の機関等 7 1 8

病院・診療所 58 135 193

児童相談所・福祉事務所 6 7 13
保健所・精神保健福祉センター 3 2 5

市教育センター 26 31 57
ＭＡＰ豊田・婦中（適応指導教室） 33 36 69

R3 468

※（　　）は、不登校児童生徒全体に占める９０日以上と全休の児童生徒の割合（％）。
※富山市の数値は公立校分。富山県と全国の数値は、国公私立校分。

平成２８年度から７年間、小学校、中学校ともに９０日以上欠席の児童生徒が増加傾向にある。ＭＡＰ豊田・
婦中（適応指導教室）やフリースクール等と連携を図るとともに、「学校に行きづらい」と感じている子どもたちを
支援する野外教育活動センターでの「自然体験」や、不登校児童生徒を抱える保護者との相談会の実施等、
今後も社会的な自立に向けた継続的な支援及び保護者との連携が必要である。

学校外の機関等で相談・指導等を受けた不登校の児童生徒数　　　　　　　　　　　　　　単位：人

小学校 中学校 計

6,704

(57.4) (2.9) (57.6) (3.9) (61.2) (3.5)

中
学
校 R4 556

319 16
1,336

769 52
193,936

118,775

676 47
163,442

98,645 6,222

(57.7) (3.2) (60.8) (4.2) (60.4)

270 15
1,112

(3.8)

36,010 2,324

(48.6) (2.9) (46.3) (3.2) (44.2)

2,910

(44.4) (3.1) (45.1) (3.3) (44.6) (2.8)

(2.9)

174 12
856

386 28
105,112

46,894

小
学
校

R3 350
170 10

725
336 23

81,498

R4 392

不登校児童生徒の欠席期間別実人数及び割合　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　  単位：人

富山市 富山県 全国

不登校児童生徒数 90日以上 全休 不登校児童生徒数 90日以上 全休 不登校児童生徒数 90日以上 全休
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〇

(5)

〇

-

入学年度別に不登校児童生徒数の推移を見ると、学年が上がるにしたがって増加傾向がある。不登校児童
生徒数が５０に達する学年を見ると、低年齢化している。

- - - -
Ｒ　４年度入学 28 - - - -
Ｒ　３年度入学 23 42 - - -

- - -

-
Ｒ　２年度入学 17 33 59 - - - - - -
Ｒ　１年度入学 15 26 47 74 - - - -

-
Ｈ３０年度入学 6 10 29 50 79 - - - -
Ｈ２９年度入学 9 13 28 55 88 110 - -

-
Ｈ２８年度入学 4 17 13 36 68 109 162 - -
Ｈ２７年度入学 3 4 12 26 47 64 136 201
Ｈ２６年度入学 2 5 10 25 32 51 92 183 193

※出現率は、1,000人当たりの不登校児童生徒数

学年別に不登校児童生徒数を見ると、小学校１年生でも３０名弱となり、低年齢化が進んでいる。学年ごとの
経年変化を見ると、小学校6年生から中学校1年生にかけて５２名、中学校１年生から中学校２年生にかけて３９
名、小学校５年生から６年生にかけて３１人と増加人数が大きい。要因としては、小学校高学年から中学校２年
生までの多感な時期において、友人関係等で悩み、欠席が増えることで授業について行けず、学業不振に
陥ってしまっている児童生徒が増加してきていることが考えられる。

一人一人の学習をサポートし、学校生活への不安を少しでも軽減できるよう、発達の段階に寄り添った指導と
支援の充実、幼・小・中学校間での教員研修や子どもが合同で行う活動を推進し、円滑な接続に努めていく必
要がある。また、SCやＳＳＷとの連携を図り、適切なアセスメントのもと早期支援に努めていく必要がある。

入学年度別の不登校児童生徒数の推移     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：人　　

小１ 小２ 小３ 小４ 小５ 小６ 中１ 中２ 中３

28 42 59 74 79
110

162
201 193

9.1 
13.4 

18.7 
23.4 24.2 

33.3 

49.5 
59.9 57.5 
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Ｒ４年度 学年別の不登校児童生徒数と出現率

不登校数 出現率
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２　長期欠席者

(1) 長期欠席児童生徒数及び出現率 単位：人

〇

〇

〇

(2)

〇

〇

※出現率は、1,000人当たりの長期欠席児童生徒数。
長期欠席者は学年が上がるにつれて、増加傾向がある。断続的に欠席が続くと、長期化する傾向があるの

で、初期段階（２～３日連続して欠席した場合）での対応が重要になる。

欠席が多くなりがちな児童生徒には、「昼夜逆転傾向」、「友人関係が上手くいかない」、「特定の教科が苦手
である」など、登校を渋る要因や背景があることを理解した上で、ＳＣやＳＳＷと連携を図り、子ども・保護者に寄
り添った支援や指導を進めることが大切である。

R3 169 215 179 563
R4 222 250 231 703

139 535

中学校 １年 ２年 ３年 計

R4 40 64 79 100 113

６年 計

R3 32 39 63 69 105 129 437
小学校 １年 ２年 ３年 ４年 ５年

(81.3)
.

長期欠席児童生徒数は、前年度から小学校９８人、中学校１４０人、計２３８人増加した。また、出現率も小学
校、中学校ともに増加した。

長期欠席者数の内訳は、「不登校」が小学校３９２人、中学校５５６人、計９４８人、「病気」が小学校２７人、中
学校８９人、計１１６人、「新型コロナウイルスの感染回避」が小学校３８人、中学校１２人、計５０人、「その他」が
小学校７８人、中学校４６人、計１２４人である。

「その他」の内容としては、登校しなかった日数の合計が３０日に満たなかったが、忌引き、出席停止、学年
の一部の休業等の日数を加えることで、登校しなかった日数の合計が３０日以上となるものが多かった。

学年別の長期欠席児童生徒数と出現率　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　               単位：人

R４ 703 (70.4) 1,694 (65.5) 263,972

563 (55.1) 1,389 (52.8) 232,875 (71.3)

R２ 454 (44.4) 1,109 (41.5) 174,001

441 (42.5) 1,065 (39.1) 162,736 (50.1)

(31.7)

中学校

H30 415 (39.1) 1,064 (38.2) 156,006 (47.6)

R１

R４ 535 (28.0) 1204 (25.5) 196,676

(53.6)

R３

986 (20.5) 180,875 (28.9)

R２ 325 (16.5) 757 (15.5) 113,746

年度 富山市 富山県 全国

小学校

H30 208 (10.2) 518 (10.2) 84,033 (13.0)

R１ 264 (13.2) 598 (12.0) 90,089 (14.1)

(18.0)

R３ 437 (22.3)

「長期欠席者」とは年間に連続又は断続して３０日以上欠席した児童生徒を対象としている。また、欠席
理由は、「病気」「経済的理由」「不登校」「その他」としている。

※小・中学校における長期欠席の状況等に関する調査については、２６年度まで学校基本調査におけ
る「理由別長期欠席者数」の項目で調査していたが、２７年度から本調査に移行した。

40 64 79
100 113

139
222 250 231
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25.0 
31.6 34.7 

42.1 

67.8 
74.6 68.8 

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

小１ 小２ 小３ 小４ 小５ 小６ 中１ 中２ 中３
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Ｒ４年度 学年別の長期欠席児童生徒数と出現率

長期欠席数 出現率

長欠数

（人）
出現率

（人）
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３　いじめ

(1)

〇

〇

〇

〇

(2)

〇

〇

令和５年３月の調査報告時点においてのいじめ解消率は、小学校７７．４％、中学校６７．０％であった。前年
度から小学校４．９％、中学校１９．１％低下した。前年度に比べ、１～３月にいじめを認知した数が小学校は２１
件、中学校は１５件増加した。いじめを認知してから３か月経過していないものは未解消としていることや、いじ
めが解消している状態の確認について慎重に判断している学校が多かったことが、いじめの解消率が低下し
た原因であると考える。

いじめ発見のきっかけについては、「学校の教職員以外からの情報により発見」が小学校３９０件、中学校１６
１件、計５５１件である。中でも「当該児童生徒の保護者からの訴え」が小学校２５３件、中学校６２件、計３１５件
と最も多く、次に「本人からの訴え」が小学校８５件、中学校８２件、計１６７件であった。

一方、「学校の教職員等が発見」は小学校７８件、中学校５１件、計１２９件であり、全件数の１９．０％（前年度
２１．５％）となっている。今後も教職員がいじめを見逃さないという意識のもと、いじめに対するアンテナを一層
高くするとともに、子どもや保護者が相談しやすい雰囲気をつくるなど、いじめの早期発見に努める必要があ
る。

いじめの認知件数　学年別内訳　　　　　　　　　　                              　　単位：件

※令和３年度より男女の区別がない調査となっている。

　学年別のいじめの認知件数については、小学校では、学年が上がるにつれ増える傾向にあるが、４年生が最も多
くなっている。一方、中学校では、１年生が最も多く、学年が上がるにつれて減少している。

今後も、各学校が「いじめ防止対策推進法」に規定するいじめの定義を正確に解釈して、いじめの認知を行
い、ごく初期段階のいじめ等も積極的に認知するとともに、「いじめはどの学校でも、どの子どもにも起こり得る」
という意識のもと、アンケートや個別面談等による実態把握を積極的に行い、早期発見や即時対応、未然防止
に努める必要がある。

(34.3)
※（　　）は、1,000人当たりのいじめ認知件数。
※富山市の数値は公立校分。富山県と全国の数値は国公私立校分。

いじめの認知件数は、小学校４６８件、中学校２１２件、計６８０件であり、前年度から小学校８９件、中学校４
件、計９３件増加した。また、その出現率も小・中学校ともに増加した。

　いじめ認知件数零校は小学校が３校１分校、中学校が１校１分校であった。

〇 　いじめの態様については、「冷やかしやからかい等」が最も多く、小学校２８２件、中学校１３０件、計４１２件で
ある。次いで、小学校では「軽くぶつかられたり、たたかれたりなど」が８４件、中学校では「パソコンや携帯電話
等で、ひぼう・中傷や嫌なことをされる」が３０件である。好ましい友人関係の築き方や情報モラル教育の一層の
推進が必要である。

R４ 212 (21.2) 693 (26.8) 111,404
R３ 208 (17.3) 612 (23.3) 97,937 (30.0)
R２ 166 (16.3) 379 (14.2) 80,877

245 (23.6) 526 (19.3) 106,524 (32.8)

(89.1)

中学校

H30 192 (18.1) 455 (16.3) 97,704 (29.8)
R１

R４ 468 (24.5) 1107 (23.4) 551,944

小学校

(24.9)

(15.1) 420,897 (66.5)
R３ 379 (18.5) 841 (17.5) 500,562 (79.9)
R２ 345 (17.5) 739

425,844 (66.0)
R１ 479 (24.0) 1,049 (21.0) 484,545 (75.8)
H30 362 (17.7) 794 (15.6)

「いじめ」とは、「児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定の人的
関係のある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネットを通して行われるものを含
む。）であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの」をいう。

いじめの認知件数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                               　単位：件

年度 富山市 富山県 全国

43
70 85 92 89 89 91 82

39

0
20
40
60
80

100

小１ 小２ 小３ 小４ 小５ 小６ 中１ 中２ 中３

いじめ認知件数 学年別内訳
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４　重大事態

○

〇

〇

(1)

0

1

1

10

716

512

706

923

－

－

2

6

11

「重大事態」は、「いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じ
た疑いがあると認めるとき」、「いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席すること
を余儀なくされている疑いがあると認めるとき」である。

重大事態の発生件数　　※Ｒ１まで都道府県ごとに発生件数を公表していない。　　　              　単位：件

年度 富山市 富山県 全国

(9.2)
※（　　）は、1,000人当たりの発生件数。
※富山市の数値は公立校分。富山県と全国の数値は国公私立校分。

R 4 141 (14.1) 338 (13.1) 29,699

(6.6)
R 3 (9.5) 332 (12.6) 24,450 (7.5)
R 2 87 (8.5) 214 (8.0) 21,293

166 (16.0) 283 (10.4) 28,518 (8.8)

(9.9)

中学校

H30 145 (13.7) 298 (10.7) 29,320 (8.9)
R 1

R４ 220 (11.5) 501 (10.6) 61,455

小学校

121

(10.8) 41,056 (6.5)
R３ 178 (12.2) 488 (10.1) 48,138 (7.7)
R 2 220 (11.2) 530

36,536 (5.7)
R 1 327 (16.4) 554 (11.1) 43,614 (6.8)
H30 192 (9.4) 404 (7.9)

５　暴力行為

「暴力行為」とは、「自校の児童生徒が故意に有形力（目に見える物理的な力）を加える行為」をいう。被
暴力行為の対象によって、「対教師暴力」（教師に限らず、用務員等の学校職員も含む）、「生徒間暴力」
（何らかの人間関係のある児童生徒同士に限る）、「対人暴力」（対教師暴力、生徒間暴力の対象者を除
く）、学校の施設・設備等の「器物損壊」の四形態に分ける。

暴力行為の発生件数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                    単位：件

年度 富山市 富山県 全国

重大事態の発生件数の増加は、いじめの重大事態はもとより、疑いがあるものについても幅広く捉え、詳細に
報告するよう再点検を指示したことが一つの理由になっている。今後も被害児童・生徒の不安に寄り添い、被
害児童・生徒の心のケアを最優先にした対応を行う必要がある。

　重大事態は８校１０件であった。内訳は、「１号重大事態（生命・心身・財産重大事態）」は２件、「２号重大事
態（不登校重大事態）」は９件であり、１号かつ２号の重大事態が１件あった。

R４

R３

R１

598

国公私立・小・
中・高・特別支援
学校の合計発生

件数

H30

R２

2

※Ｈ３０、Ｒ１は富山県の件数は公表されていない。
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〇

〇

(2)

〇

(3)

〇

暴力行為の内訳は、小・中学校ともに生徒間暴力が最も多く（小学校１２７件、中学校１０４件）、次いで小学
校では対教師暴力（５３件）、中学校では器物破損（２３件）である。

暴力行為の学年別加害児童生徒数　　　　　　　　　　　　　　　                                   単位：人

暴力行為の学年別加害児童生徒数については、小学校では５年生、中学校では１年生が多い。なお、いじめ
の認知件数に関しては、小学校では４年生に次いで５、６年生、中学校では１年生が多い傾向にある。
（３　いじめ(2)「いじめの認知件数　学年別別内訳」参照）

暴力行為が発生した学校数は、小学校３5校（５３．８％）、中学校２０校（７6．9％）であった。前年度から小学
校4校の増加、中学校増減なし、計４校増加した。

暴力行為の件数は、小学校２２０件、中学校１４１件、計３６１件であり、前年度から小学校４２件の増加、中学
校２０件の増加で、計６２件増加した。しかし、２回以上の暴力行為を行った児童生徒の人数は、小学校３４人、
中学校２６人であり、前年度から小学校８人の増加、中学校１１人の増加で、計１９人増加した。同一の生徒が
繰り返し暴力行為を行ったことが発生件数の増加の要因の一つと考えられる。

暴力行為件数　内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                単位：件

23

134

0
21

53

127

0

40

0
20
40
60
80

100
120
140
160

対教師暴力生徒間暴力 対人暴力 器物損壊

小学校 暴力行為件数（R3-R4)

R3 R4

12

86

2

21
14

104

0

23

0

20

40

60

80

100

120

対教師暴力生徒間暴力 対人暴力 器物損壊

中学校 暴力行為件数（R3-R4）

R3 R4

14
21

32
28

36
30

41 41

22
15 14 17

29 32 31

63

38

19

0
10
20
30
40
50
60
70

小１ 小２ 小３ 小４ 小５ 小６ 中１ 中２ 中３

暴力行為の学年別加害児童生徒数 R3 R4
（人）
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その他１８
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